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議案第27号 

 

   令和７年度松野町一般会計補正予算（第７号） 

 

 令和７年度松野町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ18,586千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,426,060千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

     令和８年３月４日提出 

 

松野町長 坂 本   浩 
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第　1　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正
（歳入） （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

令和 7年度松野町一般会計予算に関する説明書

２８４，５７２
1.町税

１１，２０７ ２９５，７７９

1.町民税
１０４，６９９ １２，４５３ １１７，１５２

2.固定資産税
１３９，３３３ △８６６ １３８，４６７

3.軽自動車税
１７，５９０ △３９２ １７，１９８

4.市町村たばこ税
２２，９５０ １２ ２２，９６２

２，１３８，６５１
10.地方交付税

９０，０５０ ２，２２８，７０１

1.地方交付税
２，１３８，６５１ ９０，０５０ ２，２２８，７０１

４８８，１１７
14.国庫支出金

１，１２６ ４８９，２４３

1.国庫負担金
１４６，２６９ △１１，５３８ １３４，７３１

2.国庫補助金
３３９，５６９ １２，６６４ ３５２，２３３

３０７，１５７
15.県支出金

△１９，９００ ２８７，２５７

1.県負担金
９２，３４１ △５，０７４ ８７，２６７

2.県補助金
１９３，８５０ △１１，９５０ １８１，９００

3.委託金
２０，９６６ △２，８７６ １８，０９０

２６，７３０
17.寄附金

△４，０００ ２２，７３０

1.寄附金
２６，７３０ △４，０００ ２２，７３０

２８９，１１９
18.繰入金

△４０，９６９ ２４８，１５０

―　2　― 一般



―　3　― 一般

（歳入） （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2.基金繰入金
２８９，０１９ △４０，９６９ ２４８，０５０

８１，６５５
20.諸収入

１，６００ ８３，２５５

4.受託事業収入
４，７１０ １，６００ ６，３１０

５１４，７００
21.町債

△５７，７００ ４５７，０００

1.町債
５１４，７００ △５７，７００ ４５７，０００

歳　　入　　合　　計
４，４４４，６４６ △１８，５８６ ４，４２６，０６０



（歳出） （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1.議会費
４２，４４２ △１，４８５ ４０，９５７

1.議会費
４２，４４２ △１，４８５ ４０，９５７

2.総務費
１，１１８，５３８ △４０，０５２ １，０７８，４８６

1.総務管理費
１，０３４，１５９ △３３，３９２ １，０００，７６７

2.徴税費
２８，８７０ △４６６ ２８，４０４

3.戸籍住民基本台帳
費 ２６，１７６ １，１６７ ２７，３４３

4.選挙費
２５，０６７ △６，８１６ １８，２５１

5.統計調査費
３，５０６ △２９２ ３，２１４

6.監査委員費
７６０ △２５３ ５０７

3.民生費
１，０４６，４９１ △３５，１０９ １，０１１，３８２

1.社会福祉費
８０３，７０８ △２７，７８８ ７７５，９２０

2.児童福祉費
２４２，７８１ △７，３２１ ２３５，４６０

4.衛生費
１９１，８７６ １１５，２２１ ３０７，０９７

1.保健衛生費
１５４，３８７ １１５，２２１ ２６９，６０８

6.農林水産業費
３７５，６０２ △１９，９６７ ３５５，６３５

1.農業費
２７６，１１３ △９，９９５ ２６６，１１８

2.林業費
９８，３９２ △９，９７２ ８８，４２０

―　4　― 一般



―　5　― 一般

（歳出） （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

7.商工費
１９９，６８１ ４，３２２ ２０４，００３

1.商工費
１９９，６８１ ４，３２２ ２０４，００３

8.土木費
４１６，４０９ △２８，７８９ ３８７，６２０

2.道路橋梁費
２３７，１１１ △１８，６６４ ２１８，４４７

3.河川費
１２６，４３４ △４，２０２ １２２，２３２

4.住宅費
４２，５９４ △５，９２３ ３６，６７１

9.消防費
７５，１４７ △３，１８７ ７１，９６０

1.消防費
７５，１４７ △３，１８７ ７１，９６０

10.教育費
４０４，８６６ △９，５４０ ３９５，３２６

1.教育総務費
１２１，６３９ △５，７１６ １１５，９２３

2.小学校費
５０，７４９ △８０８ ４９，９４１

3.中学校費
３０，４７６ △１，８４５ ２８，６３１

4.社会教育費
１０６，９２８ △６７９ １０６，２４９

5.保健体育費
９５，０７４ △４９２ ９４，５８２

歳　　出　　合　　計
４，４４４，６４６ △１８，５８６ ４，４２６，０６０



（単位：千円）

事 業 名 金 額

光来園改築事業（宇和島地区広域事務組合負担金） 11,800

リサイクルセンター建設事業（宇和島地区広域事務組合負担金） 1,747

2 . 総務費 3 .戸籍住民基本台帳費 振り仮名表記等対応事業 3,212

3 . 民生費 2 .児童福祉費 物価高対応子育て応援手当給付金事業 812

6 . 農林水産業費 1 .農業費 豊岡前地区水路改修事業 11,425

7 . 商工費 1 .商工費 森の国松野町地域応援商品券配布事業 1,167

町道三原線改良事業 5,000

町道延野々線改良事業 18,500

町道鈴井線舗装修繕事業 14,500

町道上目黒浅辺線舗装修繕事業 24,951

3 . 河川費 がけ崩れ防災対策事業 17,370

9 . 消防費 1 .消防費 ハザードマップ更新事業 3,333

10 . 教育費 4 .社会教育費 重要文化的景観ガイダンス施設整備事業 10,702

道路橋梁費2

第 ２ 表　繰 越 明 許 費

令和７年度

款 項

総務管理費

8 土木費

.

.

総務費2 . .1

-  6  - 一般



一般

第　３　表　　地方債補正
　　（単位：千円）

令和 7年度　　

―　7　―

　変　更

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限　度　額 起債の方法 利　率 償還の方法 限　度　額 起債の方法 利　率 償還の方法

　証書借入
　　又は
　証券発行

　年3.00％以内
（但し、利率見
直し方式で借入
れる政府資金及
び地方公共団体
金融機構資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　政府資金につ
いては、その融
通条件により、
銀行その他の場
合には、その債
権者と協定する
ものによる。
　ただし、町財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し
、又は繰上償還
もしくは低利に
借換えすること
ができる。

　証書借入
　　又は
　証券発行

　年5.00％以内
（但し、利率見
直し方式で借入
れる政府資金及
び地方公共団体
金融機構資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　政府資金につ
いては、その融
通条件により、
銀行その他の場
合には、その債
権者と協定する
ものによる。
　ただし、町財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し
、又は繰上償還
もしくは低利に
借換えすること
ができる。

２３８，４００
過疎対策事業債（ハード事業
分） ２３７，０００

１０４，８００
過疎対策事業債（ソフト事業
分） ５２，８００

６，４００辺地対策事業債 ６，１００

６８，１００緊急自然災害防止対策事業債 ６６，０００

８８，１００緊急防災・減災事業債 ８６，２００



Ⅰ　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

（歳入） （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

1.総　括

1.町税
２８４，５７２ １１，２０７ ２９５，７７９

10.地方交付税
２，１３８，６５１ ９０，０５０ ２，２２８，７０１

14.国庫支出金
４８８，１１７ １，１２６ ４８９，２４３

15.県支出金
３０７，１５７ △１９，９００ ２８７，２５７

17.寄附金
２６，７３０ △４，０００ ２２，７３０

18.繰入金
２８９，１１９ △４０，９６９ ２４８，１５０

20.諸収入
８１，６５５ １，６００ ８３，２５５

21.町債
５１４，７００ △５７，７００ ４５７，０００

歳　　入　　合　　計
４，４４４，６４６ △１８，５８６ ４，４２６，０６０

―　8　― 一般



―　9　― 一般

（歳出） （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計 特　定　財　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

款
補　正　額　の　財　源　内　訳

1.議会費

42,442 △1,485 40,957 △1,485
2.総務費

1,118,538 △40,052 1,078,486 15,636 △4,000 △51,688
3.民生費

1,046,491 △35,109 1,011,382 △20,477 △14,632
4.衛生費

191,876 115,221 307,097 3,077 1,600 110,544
6.農林水産業費

375,602 △19,967 355,635 △283 △5,400 △14,284
7.商工費

199,681 4,322 204,003 4,881 △42,500 41,941
8.土木費

416,409 △28,789 387,620 △19,023 △7,900 △1,866
9.消防費

75,147 △3,187 71,960 △1,900 △1,287
10.教育費

404,866 △9,540 395,326 △1,435 △969 △7,136

△17,624
歳　　出　　合　　計

4,444,646 △18,586 4,426,060 △57,700 △3,369 60,107



2.歳　入

町税 町民税1項1款 （単位：千円）

節
説　　　　　　　　　明

金　額区　　分
計補正額補正前の額目

151. 1. ・現年課税分個人 95,212 13,074 108,286 均等割12,413
12,398・所得割

6612. ・滞納繰越分 滞納繰越分661

1652. 1. ・現年課税分法人 9,487 △621 8,866 均等割△621
△786・法人税割

104,699 12,453 117,152計

町税 固定資産税2項1款

3111. 1. ・現年課税分固定資産税 137,293 △866 136,427 土地△411
1,341・家屋
△2,063・償却資産

△4552. ・滞納繰越分 滞納繰越分△455

139,333 △866 138,467計

町税 軽自動車税3項1款

2751. 1. ・現年課税分環境性能割 750 275 1,025 現年課税分275

△122. 1. ・現年課税分種別割 16,840 △667 16,173 原動機付自転車△642
△630・軽自動車

△252. ・滞納繰越分 滞納繰越分△25

17,590 △392 17,198計

―　10　― 一般1.款 町税



―　11　― 一般1.款 町税

町税 市町村たばこ税4項1款 （単位：千円）

節
説　　　　　　　　　明

金　額区　　分
計補正額補正前の額目

121. 1. ・現年課税分市町村たばこ税 22,950 12 22,962 旧３級品以外12

22,950 12 22,962計

1 款合計 284,572 11,207 295,779

地方交付税 地方交付税1項10款

87,1491. 1. ・地方交付税地方交付税 2,138,651 90,050 2,228,701 普通交付税90,050
2,901・特別交付税

2,138,651 90,050 2,228,701計

10 款合計 2,138,651 90,050 2,228,701

国庫支出金 国庫負担金1項14款

791. 1. ・社会福祉総務費負担金民生費国庫負担金 145,826 △11,317 134,509 国民健康保険基盤安定事業費負担金99
8・未就学児均等割保険税負担金
12・国民健康保険産前産後保険税負担金

△2832. ・老人福祉費負担金 低所得者保険料軽減負担金△283

△4,0003. ・障害者福祉費負担金 障害者自立支援給付費負担金△5,500
△500・障害者医療費負担金
△1,000・障害児通所給付費等負担金

△5,6334. ・児童福祉総務費負担金 児童手当交付金△5,633

△2212. 1. ・保健衛生総務費負担金衛生費国庫負担金 443 △221 222 未熟児養育医療費等負担金△221



国庫支出金 国庫負担金1項14款 （単位：千円）

節
説　　　　　　　　　明

金　額区　　分
計補正額補正前の額目

146,269 △11,538 134,731計

国庫支出金 国庫補助金2項14款

△1,2671. 3. ・企画費補助金総務費国庫補助金 112,509 19,364 131,873 地域公共交通確保維持改善事業費補助金△1,267

21,6314. ・電算管理費補助金 デジタル基盤改革支援補助金20,554
△1,077・新しい地方経済・生活環境創生交付金

1,3875. ・戸籍住民基本台帳費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金1,387

△1,3106. ・コミュニティバス運行費補 地域公共交通確保維持改善事業費補助金△1,310
助金

△4,0192. 5. ・社会福祉総務費補助金民生費国庫補助金 79,814 △4,173 75,641 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金△4,019

△1546. ・児童福祉総務費補助金 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金△154

△3913. 1. ・母子保健衛生費補助金衛生費国庫補助金 4,260 4,408 8,668 母子保健衛生費国庫補助金△710
△66・出産・子育て応援交付金
△400・妊婦のための支援給付交付金
147・子ども・子育て支援交付金

△7522. ・環境衛生費補助金 循環型社会形成推進交付金△752

4313. ・予防費補助金 予防費補助金431

5,4394. ・保健衛生総務費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金5,439

9004. 2. ・林業振興費補助金農林水産業費国庫補助金 18,600 4,680 23,280 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金900

―　12　― 一般14.款 国庫支出金



―　13　― 一般14.款 国庫支出金

国庫支出金 国庫補助金2項14款 （単位：千円）

節
説　　　　　　　　　明

金　額区　　分
計補正額補正前の額目

2,5004. 4. ・担い手育成対策費補助金農林水産業費国庫補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金2,500

1,2805. ・鳥獣被害対策費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金1,280

△1,3825. 1. ・道路新設改良費補助金土木費国庫補助金 67,723 △15,831 51,892 社会資本整備総合交付金△13,185
△10,967・道路局所管補助金
△836・防災・安全交付金

△2,6462. ・住宅管理費補助金 社会資本整備総合交付金△2,646

△6656. 8. ・中学校学校管理費補助金教育費国庫補助金 16,612 △665 15,947 学校施設環境改善交付金△665

4,8818. 1. ・観光費補助金商工費国庫補助金 38,391 4,881 43,272 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金4,881

339,569 12,664 352,233計

14 款合計 488,117 1,126 489,243

県支出金 県負担金1項15款

△9072. 1. ・社会福祉総務費負担金民生費県負担金 91,236 △4,964 86,272 国民健康保険基盤安定事業費負担金△897
4・未就学児均等割保険税負担金
6・国民健康保険産前産後保険税負担金

△1412. ・老人福祉費負担金 低所得者保険料軽減負担金△141

△2,0003. ・障害者福祉費負担金 障害者自立支援給付費負担金△2,750
△250・障害者医療費負担金
△500・障害児通所給付費等負担金



県支出金 県負担金1項15款 （単位：千円）

節
説　　　　　　　　　明

金　額区　　分
計補正額補正前の額目

△8492. 4. ・後期高齢者医療保険事業費民生費県負担金 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金△849
負担金

△3275. ・児童福祉総務費負担金 児童手当負担金△327

△1103. 1. ・母子保健衛生費負担金衛生費県負担金 224 △110 114 未熟児養育医療費等負担金△110

92,341 △5,074 87,267計

県支出金 県補助金2項15款

△2,2001. 1. ・企画費補助金総務費県補助金 8,461 △2,200 6,261 移住者住宅改修支援事業費補助金△2,200

△232. 3. ・障害者福祉費補助金民生費県補助金 49,038 △173 48,865 心身障害者扶養共済制度推進事業費補助金△23

△1505. ・児童福祉総務費補助金 愛顔の子育て応援事業費補助金△150

△1003. 2. ・予防費補助金衛生費県補助金 3,800 △1,000 2,800 健康増進事業費補助金△353
△253・地域自殺対策強化事業費補助金

△163. ・母子保健衛生費補助金 出産・子育て応援交付金△91
△154・えひめ人口減少対策総合交付金

79・子ども・子育て支援事業費補助金

△5564. ・環境衛生費補助金 浄化槽整備事業費補助金△556

△4864. 2. ・農業総務費補助金農林水産業費県補助金 63,333 △4,615 58,718 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金△486

△1,0064. ・担い手育成対策費補助金 担い手総合支援事業費補助金△1,006

―　14　― 一般15.款 県支出金



―　15　― 一般15.款 県支出金

県支出金 県補助金2項15款 （単位：千円）

節
説　　　　　　　　　明

金　額区　　分
計補正額補正前の額目

△2,2324. 5. ・日本型直接支払事業費補助農林水産業費県補助金 中山間地域等直接支払交付金322
2,917・金 中山間地域等直接支払推進事業費補助金
△363・多面的機能支払交付金

△896. ・鳥獣被害対策費補助金 捕獲隊支援事業費補助金△3,445
△2,142・有害獣駆除対策事業費補助金
△814・鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業費補助金
△400・鳥獣害防止施設整備事業費補助金

△1,0345. 2. ・砂防事業費補助金土木費県補助金 59,393 △3,192 56,201 がけ崩れ防災対策事業費補助金△1,943
△909・集落・避難路保全斜面地震対策事業費補助金

△6253. ・住宅管理費補助金 木造住宅耐震化促進事業費補助金△1,249
△74・木造住宅耐震診断緊急促進事業費補助金
△550・住まいの安全空間確保加速化支援補助金

△7706. 1. ・事務局費補助金教育費県補助金 9,450 △770 8,680 公立学校情報機器整備事業費補助金△770

193,850 △11,950 181,900計

県支出金 委託金3項15款

△41. 4. ・統計調査費委託金総務費委託金 19,373 △1,528 17,845 学校基本調査事務委託金△288
△14・農林業センサス事務委託金
△61・経済センサス活動調査事務委託金
△209・国勢調査事務委託金

△1,2405. ・参議院議員選挙費委託金 参議院議員選挙委託金△1,240

△3483. 2. ・農業振興費委託金農林水産業費委託金 1,542 △1,348 194 農地中間管理事業委託金△348



県支出金 委託金3項15款 （単位：千円）

節
説　　　　　　　　　明

金　額区　　分
計補正額補正前の額目

△1,0003. 3. ・森林基幹林道整備費委託金農林水産業費委託金 森林基幹林道用地事務委託金△1,000

20,966 △2,876 18,090計

15 款合計 307,157 △19,900 287,257

寄附金 寄附金1項17款

△4,0002. 2. ・企画費寄附金総務費寄附金 20,030 △4,000 16,030 ふるさと応援寄附金△4,000

26,730 △4,000 22,730計

17 款合計 26,730 △4,000 22,730

繰入金 基金繰入金2項18款

△40,0001. 1. ・財政調整基金繰入金財政調整基金繰入金 250,000 △40,000 210,000 財政調整基金繰入金△40,000

△9693. 1. ・人材育成基金繰入金人材育成基金繰入金 3,360 △969 2,391 人材育成基金繰入金△969

289,019 △40,969 248,050計

18 款合計 289,119 △40,969 248,150

諸収入 受託事業収入4項20款

1,6001. 1. ・後期高齢者医療広域連合受受託事業収入 4,710 1,600 6,310 後期高齢者医療広域連合受託事業収入1,600
託事業収入

―　16　― 一般15.款 県支出金



―　17　― 一般20.款 諸収入

諸収入 受託事業収入4項20款 （単位：千円）

節
説　　　　　　　　　明

金　額区　　分
計補正額補正前の額目

4,710 1,600 6,310計

20 款合計 81,655 1,600 83,255

町債 町債1項21款

△1,4001. 1. ・過疎対策事業債過疎対策事業債 343,200 △53,400 289,800 過疎対策事業債（ハード事業分）△53,400
△52,000・過疎対策事業債（ソフト事業分）

△3002. 1. ・辺地対策事業債辺地対策事業債 6,400 △300 6,100 辺地対策事業債△300

△2,1003. 1. ・緊急自然災害防止対策事業緊急自然災害防止対策事 68,100 △2,100 66,000 緊急自然災害防止対策事業債△2,100
債業債

△1,9004. 1. ・緊急防災・減災事業債緊急防災・減災事業債 88,100 △1,900 86,200 緊急防災・減災事業債△1,900

514,700 △57,700 457,000計

21 款合計 514,700 △57,700 457,000

4,444,646 △18,586 4,426,060歳入合計



3.歳　出

1款 議会費 1項 議会費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

1. 1.報酬議会費 42,442 △1,485 40,957 △1,485 議員報酬△441 △441・

3.職員手当等 議員期末手当△41 △41・

8.旅費 特別旅費△828 △828・

18.負担金、補 議員研修費△175 △175・
助及び交付
金

42,442 △1,485 40,957 △1,485計

1 款合計 42,442 △1,485 40,957 △1,485

2款 総務費 1項 総務管理費

1. 2.給料一般管理費 405,821 3,873 409,694 3,873 一般職給478 478・

18.負担金、補 退職手当負担金（一般職）3,395 2,956・
助及び交付 退職手当負担金（会計年度任用職員） 439・
金

2. 8.旅費文書広報費 2,520 △8 2,512 △8 普通旅費△8 △8・

3. 10.需用費行政放送施 1,371 △341 1,030 △341 修繕料△341 △341・
設費

5. 10.需用費会計管理費 4,040 △748 3,292 △748 消耗品費△40 △40・

11.役務費 振替貯金払込手数料△400 △1・
口座振込手数料 △346・

―　18　― 一般1.款議会費



―　19　― 一般2.款総務費

2款 総務費 1項 総務管理費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

5. 11.役務費会計管理費 残高証明書発行手数料 △53・

13.使用料及び 支払案内サービス使用料△308 △308・
賃借料

7. 1.報酬企画費 327,029 △18,604 308,425 △3,467 △4,000 △11,137 まちづくり委員会委員報酬△185 △185・

7.報償費 賞品費△977 △72・
景観審議会委員謝礼 △133・
地域公共交通会議委員謝礼 △185・
移住フェア協力者謝礼 △290・
マツノイズム高校事業協力者謝礼 △38・
太鼓演奏謝礼 △259・

8.旅費 費用弁償△2,849 △943・
普通旅費 △1,906・

10.需用費 消耗品費△195 △83・
燃料費 △10・
食糧費 △96・
印刷製本費 △6・

11.役務費 通信運搬費△493 △52・
広告料 △375・
クリーニング料 △10・
諸手数料 △47・
筆耕料 △9・

12.委託料 ふるさと納税管理業務委託料△3,319 △1,850・
デマンド交通導入検討委託料 △1,469・



2款 総務費 1項 総務管理費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

7. 13.使用料及び企画費 高速道路通行料△331 △73・
賃借料 渡船使用料 △37・

会場借上料 △56・
移住促進マッチングシステム使用料 △165・

18.負担金、補 山村振興連盟負担金△6,255 △4・
助及び交付 過疎地域自立促進協議会負担金 △24・
金 定住住宅建築奨励金 △1,000・

住宅リフォーム補助金 △733・
おためし移住宿泊費補助金 △34・
移住者住宅改修支援事業費補助金 △4,400・
地域おこし協力隊応募費用助成金 △60・

24.積立金 ふるさと応援基金積立金△4,000 △4,000・

11. 1.報酬諸費 5,831 △119 5,712 △119 安全で安心なまちづくり会議委員報酬△119 △119・

12. 24.積立金財政調整基 2,528 5,519 8,047 5,519 減債基金積立金5,519 5,519・
金費

13. 12.委託料電算管理費 213,480 △25,865 187,615 20,554 △46,419 デジタル申請支援業務委託料△2,080 △2,080・

13.使用料及び ガバメントクラウド使用料△21,399 △21,399・
賃借料

17.備品購入費 パソコン購入費△1,048 △1,048・

18.負担金、補 市町業務標準化事業運用保守負担金△1,338 △1,338・
助及び交付
金

―　20　― 一般2.款総務費



―　21　― 一般2.款総務費

2款 総務費 1項 総務管理費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

15. 18.負担金、補コミュニテ 25,005 2,901 27,906 △1,310 4,211 生活交通路線維持費補助金2,901 2,901・
助及び交付ィバス運行
金費

1,034,159 △33,392 1,000,767 15,777 △4,000 △45,169計

2款 総務費 2項 徴税費

1. 8.旅費税務総務費 15,797 △240 15,557 △240 普通旅費△8 △8・

12.委託料 画地計測等委託料△232 △180・
数値情報化データ修正委託料 △52・

2. 8.旅費賦課徴収費 13,073 △226 12,847 △226 普通旅費△8 △8・

13.使用料及び 地方税電子申告システム使用料△200 △200・
賃借料

18.負担金、補 軽自動車税電子データ提供サービス負△18 △14・
助及び交付 担金
金 軽自動車税環境性能割徴収費交付金 △4・

28,870 △466 28,404 △466計

2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費

1. 2.給料戸籍住民基 26,176 1,167 27,343 1,387 △220 一般職給△400 △400・
本台帳費

8.旅費 普通旅費△15 △15・



2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

1. 11.役務費戸籍住民基 通信運搬費△247 △247・
本台帳費

12.委託料 戸籍総合システム改造委託料3,743 4,235・
住民基本台帳システム改造委託料 1,078・
戸籍法改正振り仮名通知書印刷業務委 △1,570・
託料

13.使用料及び 戸籍総合システム使用料△1,914 △1,893・
賃借料 クレジットセンター使用料 △21・

26,176 1,167 27,343 1,387 △220計

2款 総務費 4項 選挙費

1. 4.共済費選挙管理委 5,716 39 5,755 39 一般職員共済組合負担金39 39・
員会費

2. 1.報酬参議院議員 7,238 △1,240 5,998 △1,240 選挙管理委員報酬△276 △13・
選挙費 期日前投票所の投票立会人報酬 △22・

開票立会人報酬 △40・
会計年度任用職員報酬 △201・

3.職員手当等 管理職員特別勤務手当△21 △21・

8.旅費 普通旅費△8 △8・

10.需用費 消耗品費△349 △349・

11.役務費 通信運搬費△51 △49・
クリーニング料 △2・

―　22　― 一般2.款総務費



―　23　― 一般2.款総務費

2款 総務費 4項 選挙費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

2. 12.委託料参議院議員 投票用紙読取分類ファイル作成委託料△69 △11・
選挙費 計数機点検委託料 △56・

選挙公報配布委託料 △2・

13.使用料及び 自動車借上料△192 △192・
賃借料

17.備品購入費 パソコン購入費△274 △32・
投票用紙計数機購入費 △242・

3. 1.報酬町議会議員 7,228 △5,615 1,613 △5,615 選挙管理委員報酬△832 △26・
選挙費 投票管理者報酬 △44・

期日前投票所の投票管理者報酬 △52・
投票立会人報酬 △75・
期日前投票所の投票立会人報酬 △175・
選挙立会人報酬 △70・
会計年度任用職員報酬 △390・

3.職員手当等 時間外勤務手当△999 △957・
管理職員特別勤務手当 △42・

7.報償費 投票箱送致者謝礼△23 △2・
投票所借用謝礼 △21・

8.旅費 費用弁償△6 △6・

10.需用費 消耗品費△133 △82・
印刷製本費 △51・

11.役務費 通信運搬費△149 △86・
クリーニング料 △10・
不在者投票事務手数料 △53・



2款 総務費 4項 選挙費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

3. 12.委託料町議会議員 投票用紙読取分類機点検委託料△213 △96・
選挙費 投票用紙読取分類ファイル作成委託料 △54・

計数機点検委託料 △63・

13.使用料及び 複写機借上料△22 △22・
賃借料

18.負担金、補 選挙運動用公営費負担金△3,238 △3,238・
助及び交付
金

25,067 △6,816 18,251 △1,240 △5,576計

2款 総務費 5項 統計調査費

1. 3.職員手当等統計調査費 3,506 △292 3,214 △288 △4 時間外勤務手当△70 △70・

10.需用費 消耗品費△55 △45・
食糧費 △10・

11.役務費 通信運搬費△1 △1・

12.委託料 国勢調査調査区要図作成委託料△166 △166・

3,506 △292 3,214 △288 △4計

2款 総務費 6項 監査委員費

1. 1.報酬監査委員費 760 △253 507 △253 議会選出委員報酬△25 △25・
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―　25　― 一般2.款総務費

2款 総務費 6項 監査委員費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

1. 8.旅費監査委員費 費用弁償△228 △155・
普通旅費 △73・

760 △253 507 △253計

2 款合計 1,118,538 △40,052 1,078,486 15,636 △4,000 △51,688

3款 民生費 1項 社会福祉費

1. 2.給料社会福祉総 119,792 △7,199 112,593 △4,817 △2,382 一般職給△800 △800・
務費

3.職員手当等 一般職勤勉手当△220 △220・

4.共済費 一般職員共済組合負担金△200 △200・

8.旅費 普通旅費△14 △14・

10.需用費 消耗品費△92 △18・
食糧費 △74・

11.役務費 通信運搬費△101 △90・
口座振込手数料 △11・

18.負担金、補 定額減税補足給付金△3,900 △3,900・
助及び交付
金

27.繰出金 国民健康保険特別会計繰出金△1,872 △1,872・

2. 3.職員手当等国民年金事 6,396 △159 6,237 △159 扶養手当△159 △69・
務費 一般職期末手当 △50・



3款 民生費 1項 社会福祉費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

2. 3.職員手当等国民年金事 一般職勤勉手当 △40・
務費

3. 12.委託料老人福祉費 189,784 △6,552 183,232 △424 △6,128 高齢者緊急通報委託料△180 △180・

19.扶助費 老人保護措置費△593 △593・

27.繰出金 介護保険特別会計繰出金△5,779 △5,779・

4. 18.負担金、補障害者福祉 211,652 △11,226 200,426 △8,273 △2,953 心身障害者扶養共済制度推進事業費負△126 △46・
助及び交付費 担金
金 意思疎通支援共同実施事業負担金（宇 △80・

和島定住自立圏）

19.扶助費 障害者自立支援給付費△11,100 △8,000・
障害者医療費 △1,000・
地域生活支援事業費 △100・
障害児通所給付費 △2,000・

5. 8.旅費人権・同和 11,355 △176 11,179 △176 普通旅費△140 △140・
対策費

13.使用料及び 渡船使用料△36 △36・
賃借料

6. 7.報償費隣保館費 165,782 △344 165,438 △344 講師謝礼△116 △116・

8.旅費 費用弁償△228 △183・
普通旅費 △45・

8. 10.需用費後期高齢者 98,363 △2,132 96,231 △849 △1,283 医薬材料費△3 △3・
医療保険事

11.役務費業費 通信運搬費△71 △67・
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―　27　― 一般3.款民生費

3款 民生費 1項 社会福祉費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

8. 11.役務費後期高齢者 文書作成手数料 △4・
医療保険事

12.委託料業費 後期高齢者健康診査委託料△139 △139・

27.繰出金 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出△1,919 △1,919・
金

803,708 △27,788 775,920 △14,363 △13,425計

3款 民生費 2項 児童福祉費

1. 12.委託料児童福祉総 83,256 △6,999 76,257 △6,114 △885 物価高対応子育て応援手当給付金シス△154 △154・
務費 テム構築委託料

18.負担金、補 乳幼児用紙おむつ券交付事業費補助金△1,086 △300・
助及び交付 病児保育共同運営費負担金 △786・
金

19.扶助費 児童手当給付金△5,759 △5,759・

3. 11.役務費保育所費 146,743 233 146,976 233 衛生検査手数料△176 △176・

13.使用料及び ＡＥＤ借上料△91 △91・
賃借料

18.負担金、補 公立保育所広域入所負担金500 500・
助及び交付
金

4. 11.役務費児童福祉施 7,808 △555 7,253 △555 通信運搬費△140 △56・
設費 浄化槽汲取清掃手数料 △84・



3款 民生費 2項 児童福祉費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

4. 12.委託料児童福祉施 自動車運転委託料△415 △415・
設費

242,781 △7,321 235,460 △6,114 △1,207計

3 款合計 1,046,491 △35,109 1,011,382 △20,477 △14,632

4款 衛生費 1項 保健衛生費

1. 7.報償費保健衛生総 69,727 123,938 193,665 5,439 1,600 116,899 講師謝礼△99 △5・
務費 保健師報償費 △94・

8.旅費 普通旅費△95 △95・

10.需用費 燃料費△20 △20・

11.役務費 通信運搬費△43 △43・

13.使用料及び ＡＥＤ借上料△36 △33・
賃借料 夜間・休日オンライン診療システム利 △3・

用料

18.負担金、補 病院群輪番制病院運営事業負担金△310 △16・
助及び交付 若年末期がん患者在宅療養支援事業費 △54・
金 補助金

補整具購入費補助金 △240・

27.繰出金 中央診療所特別会計繰出金124,541 124,541・

2. 7.報償費予防費 32,917 △5,149 27,768 78 △5,227 講師謝礼△278 △210・
看護師報償費 △6・
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―　29　― 一般4.款衛生費

4款 衛生費 1項 保健衛生費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

2. 7.報償費予防費 保健師報償費 △62・

10.需用費 消耗品費△902 △17・
燃料費 △5・
印刷製本費 △22・
医薬材料費 △848・
栄養学級材料費 △10・

11.役務費 通信運搬費△457 △457・

12.委託料 健康診断委託料△2,724 △165・
胸部検診委託料 △224・
がん検診委託料 △774・
歯周疾患等検診委託料 △117・
予防接種委託料 △1,194・
健康診査委託料 △195・
健康相談事業委託料 △55・

13.使用料及び 複写機使用料△63 △38・
賃借料 マイナンバーカード読取機使用料 △25・

18.負担金、補 任意予防接種費補助金△884 △556・
助及び交付 予防接種費補助金 △77・
金 人間ドックがん検診等費用補助金 △251・

22.償還金、利 感染症予防事業費等国庫補助金返還金159 159・
子及び割引
料

3. 7.報償費母子保健衛 8,099 △1,786 6,313 △1,132 △654 栄養士報償費△54 △6・
生費 保健師報償費 △48・



4款 衛生費 1項 保健衛生費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

3. 11.役務費母子保健衛 母子健康診査審査支払手数料△8 △7・
生費 産婦健康診査審査支払手数料 △1・

12.委託料 妊婦一般健康診査委託料△796 △476・
産婦健康診査委託料 △50・
産後ケア委託料 △67・
新生児聴覚検査委託料 △25・
乳児一般健康診査委託料 △64・
３歳児視覚・聴覚精密健康診査委託料 △18・
妊婦歯科健診委託料 △46・
拡大新生児スクリーニング検査委託料 △50・

13.使用料及び 自動車借上料△7 △7・
賃借料

18.負担金、補 妊婦一般健康診査費補助金△954 △72・
助及び交付 不妊治療費助成金 △130・
金 産婦健康診査費補助金 △5・

出産・子育て応援給付金 △100・
妊産婦等交通費助成金 △235・
妊婦のための支援給付金 △400・
拡大新生児スクリーニング検査助成金 △12・

19.扶助費 未熟児養育医療費△460 △460・

22.償還金、利 未熟児養育医療費等国庫負担金返還金493 311・
子及び割引 母子保健衛生費国庫補助金返還金 182・
料

4. 10.需用費保健センタ 3,530 △56 3,474 △56 燃料費△28 △28・
ー費

11.役務費 通信運搬費△22 △8・
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―　31　― 一般4.款衛生費

4款 衛生費 1項 保健衛生費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

4. 11.役務費保健センタ 浄化槽汲取清掃手数料 △14・
ー費

12.委託料 清掃委託料△6 △6・

5. 11.役務費環境衛生費 40,114 △1,726 38,388 △1,308 △418 水質検査手数料△227 △227・

18.負担金、補 小型合併処理浄化槽設置費補助金△1,499 △1,387・
助及び交付 県ニホンジカ対策植生保全協議会負担 △112・
金 金

154,387 115,221 269,608 3,077 1,600 110,544計

4 款合計 191,876 115,221 307,097 3,077 1,600 110,544

6款 農林水産業費 1項 農業費

1. 3.職員手当等農業委員会 15,566 △622 14,944 △348 △274 時間外勤務手当△348 △348・
費

8.旅費 費用弁償△240 △160・
特別旅費 △80・

10.需用費 食糧費△30 △30・

18.負担金、補 視察研修負担金△4 △4・
助及び交付
金

2. 3.職員手当等農業総務費 27,613 △413 27,200 △486 73 扶養手当75 9・
住居手当 6・
一般職通勤手当 60・



6款 農林水産業費 1項 農業費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

2. 4.共済費農業総務費 一般職員共済組合負担金8 8・

18.負担金、補 北宇和地区農業技術者連絡協議会会費△496 △10・
助及び交付 経営所得安定対策直接支払推進事業費 △486・
金 補助金

3. 10.需用費農業振興費 28,042 △157 27,885 △157 印刷製本費△116 △116・

11.役務費 チラシ折込手数料△41 △41・

4. 14.工事請負費担い手育成 75,995 △2,494 73,501 1,494 △3,988 工事請負費△130 △130・
対策費

17.備品購入費 エアコン購入費△1,887 △126・
温水ボイラー購入費 △633・
自走式草刈機購入費 △474・
昇降台車購入費 △654・

18.負担金、補 認定農業者経営支援事業補助金△477 △603・
助及び交付 担い手総合支援事業費補助金 △2,374・
金 物価高騰に係る指定管理者等支援金 2,500・

6. 18.負担金、補日本型直接 50,691 △3,497 47,194 322 △3,819 中山間地域等直接支払交付金△3,497 △2,978・
助及び交付支払事業費 多面的機能支払交付金 △519・
金

7. 7.報償費鳥獣被害対 39,655 △2,812 36,843 △2,165 △647 有害鳥獣捕獲報償費△2,052 △2,000・
策費 オブザーバー謝礼 △52・

11.役務費 総合賠償責任保険料△50 △50・
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―　33　― 一般6.款農林水産業費

6款 農林水産業費 1項 農業費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

7. 18.負担金、補鳥獣被害対 有害鳥獣捕獲従事者支援事業補助金△710 △94・
助及び交付策費 鳥獣被害防止施設整備事業補助金 △800・
金 鳥獣被害防止総合対策交付金 △1,096・

物価高騰に係る指定管理者等支援金 1,280・

276,113 △9,995 266,118 △1,183 △8,812計

6款 農林水産業費 2項 林業費

1. 16.公有財産購林業総務費 38,657 △1,543 37,114 △1,543 公有林立木購入費△1,491 △1,491・
入費

18.負担金、補 森林土木協会会費△52 △52・
助及び交付
金

2. 8.旅費林業振興費 50,859 △6,033 44,826 900 △5,400 △1,533 普通旅費△50 △50・

10.需用費 消耗品費△292 △190・
燃料費 △72・
修繕料 △30・

11.役務費 自動車損害共済保険料△64 △64・

13.使用料及び 家屋借上料△420 △420・
賃借料

17.備品購入費 薪割機購入費△266 △266・



6款 農林水産業費 2項 林業費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

2. 18.負担金、補林業振興費 地域おこし協力隊研修会参加負担金△4,941 △97・
助及び交付 搬出間伐促進事業費補助金 △1,856・
金 造林事業費補助金 △3,607・

しいたけ生産振興対策事業費補助金 △81・
薪ストーブ等普及促進事業補助金 △200・
物価高騰に係る指定管理者等支援金 900・

3. 10.需用費森林基幹林 8,876 △2,396 6,480 △2,396 燃料費△81 △81・
道整備費

11.役務費 定額小為替△10 △10・

12.委託料 登記委託料△695 △400・
支障木伐採委託料 △124・
除草作業委託料 △171・

14.工事請負費 工事請負費△500 △500・

16.公有財産購 用地購入費△300 △300・
入費

18.負担金、補 森林基幹林道整備事業費負担金△210 △210・
助及び交付
金

21.補償、補填 物件補償費△600 △600・
及び賠償金

98,392 △9,972 88,420 900 △5,400 △5,472計

6 款合計 375,602 △19,967 355,635 △283 △5,400 △14,284

―　34　― 一般6.款農林水産業費



―　35　― 一般7.款商工費

7款 商工費 1項 商工費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

1. 3.職員手当等商工総務費 15,538 △100 15,438 △100 一般職勤勉手当△46 △46・

10.需用費 印刷製本費△54 △54・

3. 8.旅費観光費 117,982 4,422 122,404 4,881 △42,500 42,041 普通旅費△65 △65・

10.需用費 消耗品費△400 △239・
燃料費 △127・
食糧費 △34・

11.役務費 通信運搬費△10 △10・

12.委託料 大門温泉配管滅菌委託料△111 △111・

13.使用料及び 式典用具借上料△54 △54・
賃借料

14.工事請負費 工事請負費△146 △146・

17.備品購入費 機械器具費△170 △170・

18.負担金、補 地域おこし協力隊研修会参加負担金5,378 △50・
助及び交付 森の国観光交流促進プログラム事業補 △1,150・
金 助金

グリーンツーリズムキックオフ補助金 △1,000・
サイクリング開催費補助金 △52・
物価高騰に係る指定管理者等支援金 7,630・

199,681 4,322 204,003 4,881 △42,500 41,941計

7 款合計 199,681 4,322 204,003 4,881 △42,500 41,941



8款 土木費 2項 道路橋梁費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

3. 8.旅費道路新設改 172,021 △18,664 153,357 △13,185 △5,800 321 普通旅費△25 △25・
良費

12.委託料 測量設計委託料△12,228 △440・
橋梁長寿命化修繕計画策定委託料 △11,788・

14.工事請負費 工事請負費△4,635 △4,635・

21.補償、補填 物件移転補償費△1,776 △1,776・
及び賠償金

237,111 △18,664 218,447 △13,185 △5,800 321計

8款 土木費 3項 河川費

2. 12.委託料砂防事業費 126,381 △4,202 122,179 △1,943 △2,100 △159 測量設計委託料△36 △36・

14.工事請負費 工事請負費△2,900 △2,900・

18.負担金、補 急傾斜地崩壊対策県営事業負担金△566 △566・
助及び交付
金

21.補償、補填 物件移転補償費△700 △700・
及び賠償金

126,434 △4,202 122,232 △1,943 △2,100 △159計

8款 土木費 4項 住宅費

1. 12.委託料住宅管理費 42,594 △5,923 36,671 △3,895 △2,028 木造住宅耐震診断派遣委託料△296 △296・

―　36　― 一般8.款土木費



―　37　― 一般8.款土木費

8款 土木費 4項 住宅費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

1. 18.負担金、補住宅管理費 民間木造住宅耐震診断事業費補助金△5,627 △20・
助及び交付 民間建築物アスベスト対策事業費補助 △250・
金 金

民間木造住宅耐震改修事業費補助金 △2,957・
民間木造住宅耐震シェルター設置事業 △2,400・
費補助金

42,594 △5,923 36,671 △3,895 △2,028計

8 款合計 416,409 △28,789 387,620 △19,023 △7,900 △1,866

9款 消防費 1項 消防費

4. 3.職員手当等災害対策費 19,158 △3,187 15,971 △1,900 △1,287 時間外勤務手当△1,200 △850・
管理職員特別勤務手当 △350・

12.委託料 被災者支援連携システム構築委託料△1,987 △1,987・

75,147 △3,187 71,960 △1,900 △1,287計

9 款合計 75,147 △3,187 71,960 △1,900 △1,287

10款 教育費 1項 教育総務費

1. 8.旅費教育委員会 940 △101 839 △101 費用弁償△31 △31・
費

9.交際費 教育委員会交際費△70 △70・

2. 1.報酬事務局費 120,699 △5,615 115,084 △770 △969 △3,876 人材育成基金事業審査会委員報酬△112 △33・
学校運営協議会委員報酬 △79・



10款 教育費 1項 教育総務費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

2. 2.給料事務局費 一般職給△300 △300・

7.報償費 部活動地域移行検討委員謝礼△74 △33・
オブザーバー謝礼 △41・

17.備品購入費 タブレット端末購入費△3,739 △3,739・

18.負担金、補 不登校児童生徒支援事業負担金（宇和△1,030 △61・
助及び交付 島定住自立圏）
金 人材育成基金事業助成金 △969・

20.貸付金 人材育成基金事業貸付金△360 △360・

121,639 △5,716 115,923 △770 △969 △3,977計

10款 教育費 2項 小学校費

2. 19.扶助費教育振興費 8,497 △808 7,689 △808 要保護準要保護児童就学援助費補助金△808 △753・
特別支援教育就学奨励費補助金 △55・

50,749 △808 49,941 △808計

10款 教育費 3項 中学校費

1. 12.委託料学校管理費 21,409 △767 20,642 △665 △102 実施設計委託料△767 △767・

2. 18.負担金、補教育振興費 9,067 △1,078 7,989 △1,078 総合学習活動費補助金△304 △139・
助及び交付 生徒派遣費補助金 △18・
金 ジョブチャレンジＵ15事業補助金 △147・

―　38　― 一般10.款教育費



―　39　― 一般10.款教育費

10款 教育費 3項 中学校費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

2. 19.扶助費教育振興費 特別支援教育就学奨励費補助金△774 △39・
要保護準要保護生徒就学援助費補助金 △735・

30,476 △1,845 28,631 △665 △1,180計

10款 教育費 4項 社会教育費

1. 8.旅費社会教育総 8,192 △225 7,967 △225 費用弁償△195 △130・
務費 普通旅費 △65・

18.負担金、補 中四国社会教育研究大会負担金△30 △30・
助及び交付
金

2. 1.報酬公民館費 13,240 △304 12,936 △304 分館長報酬△70 △70・

10.需用費 食糧費△180 △20・
光熱水費 △160・

13.使用料及び ＡＥＤ借上料△54 △54・
賃借料

3. 7.報償費人権・同和 1,679 △100 1,579 △100 講師謝礼△100 △100・
教育費

5. 13.使用料及び基幹集落セ 1,964 △50 1,914 △50 ＡＥＤ借上料△50 △50・
賃借料ンター費

106,928 △679 106,249 △679計



10款 教育費 5項 保健体育費 （単位：千円）

目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　明

1. 8.旅費保健体育総 46,037 △442 45,595 △442 費用弁償△99 △99・
務費

12.委託料 桃源郷マラソン大会計測等委託料△343 △343・

4. 13.使用料及びスポーツ交 2,398 △50 2,348 △50 ＡＥＤ借上料△50 △50・
賃借料流センター

費

95,074 △492 94,582 △492計

10 款合計 404,866 △9,540 395,326 △1,435 △969 △7,136

4,444,646 △18,586 4,426,060 △17,624 △57,700 △3,369 60,107歳出合計

―　40　― 一般10.款教育費
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１　特別職

備 考

Ⅱ　給与費明細書

区 分
職員数

給 与 費

合 計共 済 費

5,744

報 酬 給 料
期 末 手 当

(千円)

計

(千円)

(千円)
年 間 支 給 率

23,068

85,714

0

28,399

△ 1,028

0

5,744

(千円)

33,219

0

(人) (千円) (千円) (月分)

27,475

(3.5)
4,760

7

3
(3.5)

29,427

(3.5)
6,850

18,839

29,427

6,850

19,321

△ 482

補 正 後
その他

議 員

11,610

(3.5)
4,801

14,520
補 正 前

その他

議 員

20,625計

7

計

長 等

長 等 3 20,625

20,625

比 較
その他

14,079

10 42,478

長 等 20,625

28,399

議 員 0 △ 441 0

0

10

0 0
(0.00)

0 △ 1,0280 △ 1,028

0
0

(0.00)
△ 41

0

29,427

76,223

0

9,491

△ 482

11,65143,947

△ 1,510 0 △ 1,510計 0 △ 1,469 0

3,747

町長・副町長・教育長

△ 41

町長・副町長・教育長

74,713 9,491 84,204

3,747 22,586

27,475

28,399

33,219



２　一般職
　（１）総　括

備考：（　）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの
　　　通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

　　　ア　会計年度任用職員以外の職員

備考：（　）内は、短時間勤務職員について外書き

職員手当

0 0 0 0

△ 4,163

△ 306 △ 413 0 6 0

540 50 28 21

比　較 △ 60 60 △ 2,225 0 △ 50

90,900 73,577 590 10,245 4,980 8,360

540 50 28 21

の 内 訳
補正前 7,352 4,032 16,080 1,147

90,850 73,271 177 10,245 4,986 8,360

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 7,292 4,092 13,855 1,147

防疫等
作業手当

住居手当 児童手当
単身赴任

手当
行旅死亡人

取扱業務手当
動物等処理
業務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

管理職員
特別勤務手当 管理職手当

(千円)(千円) (千円)

比　較 △ 60 60 △ 2,225 0

職員手当
1773,104 11,963 1,147

の 内 訳
補正前 7,352 3,044 14,188

△ 413 0

7,160

0

(千円) (千円)

7,160補正後 50,609

590 10,245 4,98050,91562,265

62,2157,292

△ 2,988

1,147

△ 50

区 分
扶養手当 通勤手当

時間外
勤務手当

宿日直手当

(千円) (千円)(千円) (千円) (千円)

勤勉手当
管理職員

特別勤務手当期末手当

(千円) (千円)

529,559
75

比 較
( 0 )

0
0

補 正 前
( )

補 正 後
(

給 料 職 員 手 当
職員数

区 分
(人)

277,547

278,569

525,396
75

162,525

0 )
0

報 酬
(千円) (千円) (千円) (千円)

△ 1,022

0

△ 4,010

766,409

654,609

合 計

合 計
備 考

441,094

650,008 116,401

116,554 771,163

報 酬 給 料
(千円) (千円) (千円)

備 考区 分
職員数

給 与 費
共 済 費

職 員 手 当 計
(人) (千円) (千円) (千円)

補 正 後
( )

70,023 365,071 214,914
108

43

補 正 前
( )

70,614 366,093 217,902
43
108

比 較
( )

△ 591 △ 1,022 △ 2,988
0

△ 153
0

△ 4,601 △ 4,754

159,537 88,312

88,465

△ 153

管理職手当 住居手当

10,245 4,986

計
共 済 費

(千円)

給 与 費

437,084

0

0

動物等処理
業務手当

行旅死亡人
取扱業務手当

防疫等
作業手当

単身赴任
手当

(千円) (千円) (千円) (千円)

28 21

540 50 28 21

540 50

0 0 0

(千円)

児童手当

6

(千円)

区 分
扶養手当 通勤手当

時間外
勤務手当

宿日直手当 期末手当 勤勉手当

△ 306

-    42   - 



－　43　－

　　　イ　会計年度任用職員

備考：（　）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し
　　　短い職員について外書き

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

人事異動 千円
育児休業 千円

人事異動 千円
状況変更 千円
その他 千円

動物等処理
業務手当

職員手当

給 与 改 定 に 伴 う
増 減 分

0

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

備 考

行旅死亡人
取扱業務手当

そ の 他 の 増 減 分 △ 1,022

△ 591

備 考

0

防疫等
作業手当

増 減 分

制 度 改 正 に 伴 う

0 △ 591

55,377

共 済 費 合 計

33

補 正 後
( 43 )

87,524

55,377

比 較
( 0 )

△ 591 0
0

241,013
33

87,524

補 正 前
( 43 )

70,614

70,023

区 分
(千円)

職員数
給 与 費

(千円)
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

(人) (千円) (千円)

(千円)

241,604

(千円)

0

管理職手当 住居手当 児童手当
単身赴任

手当

213,515 28,089

(千円)

212,924 28,089

増 加 分

昇 給 に 伴 う

区 分
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

説 明
(千円) (千円)

△ 2,988

△ 2,988

△ 1,022

職 員 手 当

(千円)

給 料

そ の 他 の 増 減 分

(千円)(千円) (千円)
区 分

扶養手当 通勤手当
時間外
勤務手当

宿日直手当 期末手当

(千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 0 988 1,892 0 28,635 0 0

の 内 訳
補正前 0 988 1,892 0 28,635

22,662

0

1,200 0

00 0 0 1,200 0

022,662 0 0

比　較 0 0 0 0 0 0 0 0 0

管理職員
特別勤務手当

0 0 0

勤勉手当

0 000

△ 322
△ 700

△ 44
△ 220

△ 2,724



　（３）一般職の給料及び職員手当の状況
　　　ア　職員１人当たり給与

　　　イ　初任給

　　　ウ　級別職員数

労 務 職

)
3

国 の 制 度

級
)

1

7

()

級

級

(

(
計

)(

)
100.075

( )

( )

)

)
級

13.3

22.6

(

(
30.7

計

( )

0
-
0

0

令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 現 在 平 均 給 与 月 額 （ 円 ） 334,202

一 般 行 政 職

318,982

区 分

労 務 職 (円)

318,982
令 和 ８ 年 ３ 月 １ 日 現 在 平 均 給 与 月 額 （ 円 ） 334,202

平 均 年 齢 （ 歳 ） 41.4
平 均 給 料 月 額 （ 円 ）

平 均 年 齢 （ 歳 ）

200,300

区 分
一 般 行 政 職 労 務 職

（円） （円） 一 般 行 政 職 (円)

(％)

労 務 職

大 学 卒 236,457 232,000

高 校 卒 204,862

区 分
一 般 行 政 職

級 職 員 数 (人) 構 成 比 (％)

7 級
( ) ( )

級 職 員 数 (人) 構 成 比

令 和 ８ 年 ３ 月 １ 日 現 在
6 級

( ) ( )
11 14.7

5 級
( ) ( )

9 12.0

4 級
( ) ( )

5 6.7

3 級
( )

10
(

2 級
( ) ( )

2 級
17

( ) ( )

1 級
( )

23

0.0
)

( ) ( )

(
0

令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 現 在
6

( )
11 14.7

6.7

5 級
( ) ( )

9 12.0

)

4 級
( ) ( )

2

5
)

13.3
3 級

( )
10

(

( )

(

) ( )
17

(
22.6

2

( )
3 級

級

1 級
23

(

41.2

0 0.0

(

(

)

計

0

( ))
30.7

100.0

級

-

) ( )

)
1

級

75

(

計
(

(

平 均 給 料 月 額 （ 円 ）

)( )

)
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－　45　－
　（級別の標準的な職務内容）

　　　エ　昇給

　　　オ　期末手当・勤勉手当

１ 級

主 事

号 級

2 号 級

職 員 数

号 級

6 号 級

8 号 級

号 級

主 査課 長

一般行政職
園 長 上 級 保 健 師

室 長

区 分 合 計
一 般 行 政 職

区 分 ３ 級

75

２ 級

保 健 師 長

係 長
局 長

職 員 数 (Ａ) (人) 75

補

正

後

昇 給 に 係 る 職 員 数 (Ｂ) (人)

(人)

号 級 数 別 内 訳

号 級

4 号 級

号 級

8 (人)

6

(人)

(人)

比 率 (Ｂ)／(Ａ) (％)

号 級 (人)

(Ａ) (人) 75 75

補

正

前

昇 給 に 係 る 職 員 数 (Ｂ) (人)

(人)

(人)

号 級 数 別 内 訳

4

2 (人)

(人)

(人)

(％)比 率

(月分) 1 ２ 月 (月分) ３ 月

(Ｂ)／(Ａ)

) (

区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の
６ 月

2.300

(月分)

)

(月分)

補 正 後
( ) ( )(

( )

有
2.300 2.350

)
4.650

) (

国 の 制 度
( ) ( )

2.350
補 正 前

( ) (

有
2.300 2.350 4.650

) ( ) (

級 等 に よ る 加 算 措 置

有
4.650

上級管理栄養士
上 級 栄 養 士

主 幹

６ 級 ５ 級

園 長

課 長 補 佐
事 務 長

保 健 師 長
事 務 長
課 長 補 佐

４ 級

上 級 専 門 員

備 考

労 務 職

代 表 的 な 職 種

保 育 士

栄 養 士
保 健 師

技 師専 門 員
主 任 保 育 士 保 育 士

技 師

主任管理栄養士
主 任 栄 養 士

上 級 社 会 福 祉 士

社 会 福 祉 士

管 理 栄 養 士
栄 養 士
保 健 師
社 会 福 祉 士主 任 社 会 福 祉 士

主 任 保 健 師
上 級 保 育 士

管 理 栄 養 士



　　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

　　　キ　地域手当

　　　ク　特殊勤務手当

　　　ケ　その他の手当

区 分
20 年 勤 続 の 者 25 年 勤 続 の 者 35 年 勤 続 の 者

（月分） （月分）

支 給 率 等 24.586875 33.27075 47.709 47.709 退 職 特 例 措 置

国 の 制 度
定 年 前 早 期

24.586875 33.27075 47.709 47.709 退 職 特 例 措 置
( 支 給 率 等 )

(2～20％加算)

支 給 対 象 地 域

支 給 対 象 職 員 数 （人）

（令和　年　月　日現在）

区 分 全 職 種

（％）

支 給 率 （％）

国 の 制 度 （ 支 給 率 ） （％）

通 勤 手 当 同　　　　じ

扶 養 手 当 同　　　　じ

住 居 手 当 異 　な 　る
令和元年人勧により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を
行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松
野町も同様に改定なしとした。

手 当 の 名 称

区 分 国 の 制 度 と の 異 同

代 表 的 な 特 殊 勤 務

給料総額に対する比率
支 給 対 象 職 員 の 比 率

（％）

一 般 行 政 職 労 務 職

定 年 前 早 期

代 表 的 な 職 種

そ の 他 の 退 職 時 特 別
（月分） 加 算 措 置 等 昇 給

最 高 限 度
備 考

差 異 の 内 容

(2～20％加算)

（月分）
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